
資 料 2  

準備事業等における主な指摘事項について  

］牒ナる指値事項  

（1）保健指導レベルの階層化について（別紙参照）  

○千葉県九十九里町の健康診査の結果（対象者：40～64歳）によれば、健診   

受診者1，355人のうち、「動機づけ支援」又は「積極的支援」とされた者の   

数が、ステップ3までで989名（約73．3％）、ステップ4までで751人   

（約55．6％）にのぼる。   

○ステップ4において、 「情報提供」から「動機づけ支援」となる者が1名、「動   

機づけ支援」から「積極的支援」となる者が5名と少数である一方で、「動機づ   

け支援」から「情報提供」となる者が239名、「積極的支援」から「動機づけ   

支援」となる者が47名と多数にのぼる。   

○メタポリックシンドロームの有病者・予備群であっても、階層化のステップ4   

において、質問票に該当する項目がなければ、保健指導レベルが、「積極的支   

援」から「動機づけ支援」又は「動機づけ支援」から「情報提供」に保健指導  

のレベルが変更となる。  

○効果的、効率的に保健指導を行うためには、メタポリックシンドロームの有病   

者・予備群等、生活習慣の改善により、脳・心臓疾患の予防効果が大きく期待   

できる者を明確にし、優先的に保健指導を実施すべきではないか。   

○また、健診データを評価し、必要に応じて、階層化の方法を見直す必要がある  

のではないか。  

（2）運動指導をする際の運動可否判  

○特定保健指導の中の「運動指導」を実施する際、運動負荷により脳・心臓疾患   

を発症するおそれがある者をスクリーニングする方法、運動指導を行ってよい   

かどうかの判断方法はないのか。  

乙∵その他の指摘事項  

（1）健康診査の項目について   

○標準的な健診・保健指導プログラムで示された特定健診の項目案と、現在の労   

働安全衛生法に基づいて行われている事業者健診の項目との間で、整合してい  

ないところがある。  

（例）LDLコレステロール、血清尿酸、空腹時血糖、ヘモグロビンAIC、  

尿潜血、血清クレアチニン、眼底検査  
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○また、質問票についても、標準的な健診・保健指導プログラムで示された質問   

票の項目について、詳細に労働安全衛生法施行規則では定められていない。  

○健診項目がずれたままの場合、労働者（＝被保険者）に2度の受診を求めるこ   

とになり、労働者に対して不必要な負担を強いることになる。  

○事業者と健康組合の費用分担を複雑にし、事務手続きも複維になる。  

（参 考）  

・労働基準局において、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」を設置   

し、「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」等を念頭において、労働安全衛生法   

における定期健康診断の健診項目等について、検討中（第2回会合を平成18年11月6   

日（月）に開催）。  

・その他、労働者の負担を最小限にし、事務手続きを極力簡素化する方向で関係部局におい   

て調整中。  

（2）労働安全衛生法に基づく保健指導の取扱い  

○高齢者医療法において、 特定保健指導の実施を健保組合に義務づけているが、   

労働安全衛生法に基づく努力義務として、事業者が行っている保健指導との関   

係について、標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）に明示されていな   

い。  

○このため、そのまま放置すると、労働者が事業者の保健指導と特定保健指導を   

2回受けることになる。  
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メタポリツクシンドロームと健診結果の保健指導レベルの判定  

干葉県九十九里町のH18年度基本健診データ（1355人分）より作成  

ステップ3（健診結果の保健指導レベル）  
ステップ1   ステップ2  計  

情報提供レベル   動機づけ支援レベル   積極的支援レベル   

メタポリツク  

シンドローム  

基準適合者  215人   215人   

（り腹囲  
メタポリツク  

M≧85cm．F≧90cm  シンドローム  
421人  

予備群者  
125人   156＿人  

その他  

0   50人   

（2）腹囲  
プログラムに  

Mく85cm，Fく90cm  
準じる   

かつBMI≧25  
16 人   42人   39人   97人   

プログラムに  
（3）（1），（2）以外  

準じる   344人   435人   52人   831人   

計  360人   558人   431人   1349人  

（26．7％）   （41．4％）   （31．9％）   （100％）   

健診対象者 3，425人  

健診受診者1，355人  

＊検査データの不備のある者は表より除外   



平成18年11月 6日  
く財）ちば県民保健予防財団  

健診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点数による保健指導の判定  

千葉県九十九里町のH18年度基本健診データ（1349人分）より作成  

メタポリツクシンドローム基準適合者（215人）・予備群者（156人）平均年齢54・8歳  

健診結果の保健指導レベル  
保健指導判定  

積極的支援レベル  動機づけ支援レベル   情報提供レベル  

動機づけ支援   362 人  26．8％   

情報提供   598 人  44．4％   

計   1，349 人  100％   

質
問
項
目
の
合
計
点
数
 
 

－
一
個
－
 
 

314 人  

359 人  

質問項目により情報提供レベルから   
動機づけ支援レベルに上がるもの1人（0．3％）   
うち、メタポリックシンドローム予備群0人（0．0％）  

質問項目より積極的支援レベルから  
動機づけ支援レベルに下がるもの  
うち、メタポリックシンドローム適合者  

メタポリツクシンドローム予備群  

質問項目により動機づけ支援レベルから   
情報提供レベルに下がるもの  239人（42・8％）   
うち、メタポリツクシンドローム予備群 8人（1．4％）  

質問項目により動機づけ支援レベルから   
積極的支援レベルに上がるもの  5人（0・9％）   

うち、メタポリックシンドローム予備群0人（0．0％）  
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参考資料2  

保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会開催要綱  

1．目的  

平成20年4月1日から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険   

者は、特定健康診査及び特定保健指導を40歳以上の加入者に対し、計画を定め実施するこ   

ととされたところである。  

今後、医療保険者において、被扶養者を含めた加入者を対象として、健診未受診者の確実   

な把握、保健指導の徹底、医療費適正化効果までを含めたデータの蓄積と効果の評価といっ   

た保健事業の取組の強化を図るためには、医療保険者、事業者、市町村等の役割分担を明   

確にし、これらの関係者の連携を一層促進していくことが重要である。  

こうしたことから、医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法や評価   

方法等の検討を行うため、関係者の参集を得て、厚生労働省保険局長が開催する。  

2．検討事項  

（1）医療保険者における企画立案・実施体制について  

（2）被扶養者に対する健診・保健指導に係る決済やデータ移動の仕組み  

（3）特定健診・特定保健指導の取組の評価方法  

（4）その他  

3．構成  

（1）検討会は、医療保険者の代表者等から構成し、委員は別紙のとおりとする。  

（2）検討作業を効率的に行うため、検討会の下にワーキンググループを設ける。  

（3）保険局長は、必要に応じ、委員以外の関係者の出席を求めることができる。  

4．検討会の運営  

（1）検討会の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開とする。  

（2）検討会の庶務は、保険局総務課（本課）の協力を得て、同課医療費適正化対策推進室にお  

いて行う。  

（3）この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において定め  

る。  

附則  

この要綱は、平成18年8月21日から施行する。  
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保険者への情報提供  

○ 国及び都道府県においては、平成20年度からの特定健診・特  

定保健指導の円滑な導入に向けて、保険者協議会等の場を活用  

して、説明や意見交換を行う。  

○ 当面は、次の事項をテーマとする。  

ヱ 特定健診・特定保健指導の趣旨一概要   

I「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」   

・特定健診・特定保健指導に関する保険者における平成20年度  

に向けた主な作業  

○ このことに関する窓口は、  

＜国レベル＞  

厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室  

＜都道府県レベル＞  

（9月中を目途にとりまとめ、各保険者団体等に別途連絡）  

－1了－   



検討スケジュール（案）  

第1回   8月30日  

】保険者における平成20年度に向けた主な作業  

・保険者への情報提供  

・「決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ」の設置  

（9月～12月 「決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ」  

を適宜開催）  

第2回   10月頃  

・保険者における健診・保健指導の準備状況（1）  

一 市町村における衛生部門との連携方策（1）  

・被扶養者↑の健診・保健指導の提供体制  

一 保険者間等における決済及びデータ送受信（1）  

・社会保険診療報酬支払基金に報告するデータの仕様  

・被保険者への健診結果通知の様式 等  

第3回   12月頃  

・保険者における健診一保健指導の準備状況（2）  

・市町村における衛生部門との連携方策（2）  

・保健指導の供給の見通し  

・保険者間等における決済及びデータ送受信（2）  

・個人情報保護対策 等  

第4回   1月頃  

・取組目標の項目及び水準、算出の仕方  

・後期高齢者医療支援金の加算減算 等  

必要に応じ、第5回以降を開催。  
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決済及びデータ送受信に関するワーキンググル軸プ（案）  

1．検討事項  

次の事項について、「保険者による健診・保健指導の円滑な実施   

方策に関する検討会」での議論のたたき台となる原案を作成する。   

・保険者間における決済及びデータ移動の方法   

。保険者から社会保険診療報酬支払基金に対して報告する  

データの仕様   

。被保険者への健診結果の通知の様式 等  

2．メンバー  

次の組織団体（事務局を含む）に所属する実務者各1～2名程度  

健康保険組合連合会  

国民健康保険中央会  

社会保険庁  

日本医師会  

日本総合健診医学会  

日本経済団体連合会  

各メンバーを具体的に誰に   

するかは、事務局において、   

後日取りまとめる。   

また、個別のテーマに応じて、適宜、他の組織団体（例：社会  
保険診療報酬支払基金、保健医療福祉情報システムエ業会等）や  
有識者に対して、メンバーとしての参加を依捜する。  
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労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会  

開催要綱  

1． 目的   

高齢者の医療の確保に関する法律（以下、高齢者医療法と言う。）が平成18年6月に  

成立し、平戒20年度から40歳以上の国民に対する特定健康診査・特定保健指導の実  

施が医療保険者に義務づけられた。   

高齢者医療法においては、労働安全衛生法に基づき事業者が実施した定期健康診断の  

結果について、医療保険者が事業者に対して提出を求めることができることとなってい  

る。また、特定健康診査・特定保健指導の実施に当たり参考とする「標準的な健診・保  

健指導プログラム（暫定版）」が健康局の検討会において示されている。   

このプログラムに示されている内容と労働安全衛生法に基づき実施されている定期健  

康診断等との考え方を整理し、労働安全衛生行政における定期健康診断等のあり方を医  

学的な観点からとりまとめを行うため、労働基準局長のもとに有識者の参集を求め、所  

用の検討を行う。  

2． 検討内容  

①労働安全衛生法における定期健康診断等の健診項目について  

②労働安全衛生法における保健指導について  

③その他「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」において示されている項目  

について  

・検診結果の保存・提出方法  等  

3． その他   

①本検討会に座長をおく。  

②座長は検討会の議事を整理する。  

③本検討会は必要に応じ、別紙参集者以外の有識者等の出席を依頼することができる。  

④本検討会は、原則として公開とする。  

⑤本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において行う。  

⑥この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において   

定める。  
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労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会の必要性  

1 労働安全衛生法における定期健康診断等の考え方  

・労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者の健康の保持増進、疾病  

の早期発見、予防のみならず、労働者の就業の可否、適正配置、労働環  

境の評価などを判断するために、年1回の定期健康診断等の実施を義務  

づけている。  

・そのような中で、定期健康診断の項目は、脳・心臓疾患に適切に対応す  

るという観点から項目の追加を行っている。  

・今後も科学的知見等に基づき、必要な改正を行う必要がある。  

2 労働安全衛生法における定期健康診断等と他法令との関係  

（1）健康増進法に基づく健康診査等指針との関係について  

・労働安全衛生法第70条の3によ・り、定期健康診断等はこの健康診査等   

指針と調和が保たれていなければならないとされている。  

・健康診査等指針は、健康増進実施事業者に対して生涯にわたる国民の健   

康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査等の実施に関  

し、共通する基本的な事項を定めたものである。  

・健康診査等指針は、健康局の検討会で示された「標準的な健診■保健指   

導プログラム（暫定版）」を踏まえ、必要な改正を実施する予定。また、   

平成20年度から施行される高齢者の医療の確保に関する法律（以下、   

高齢者医療法という。）に基づき、医療保険者に実施が義務づけられる   

特定健康診査・簡定保嘩指導は、当該指針及びプログラムを踏まえ実施  

される予定。  

（2）高齢者医療法との関係について  

・高齢者医療法では、医療保険者が40～74歳の被保険者に対して、   

脳・心臓疾患等に結びつく生活習慣病患者及び予備群を抑制するために、   

1年に1回特定健康診査・特定保健指導を行わなければならない。  

・高齢者医療法では、事業者は医療保険者の求めに応じて、労働安全衛生  

法に基づいて実施した定期健康診断の結果を、医療保険者に提供しなけ  

ればならない。  

会が開催 
保険局においても健診項目や特定健診の運用等について、検討  

されており、労働安全衛生法との関係について議論されている  

3 検討の必要性  

・脳・心臓疾患に適切に対応するために、2の（1）で示された「標準的  

な健診・保健指導プログラム（暫定版）」に含まれる健康診断項目は、  

労働安全衛生の観点から・どのように取り扱うべきか。  

・特定保健指導と労働安全衛生法上の保健指導等の取扱いについてどのよ  

うに整理すべきか。  
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「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」論点（案）  

【論点（案）】  

1・定期健康診断等に関する項目（問診項目を含む。）について   

・今般、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において脳・心臓疾患等に対応する観点  

から、新たな医学的知見等をもとに、健康診断・保健指導について検討が行われ方向性が  

示された。   

・現在の労働安全衛生法に基づいて行われている定期健康診断等の項目と標準的な健診・保  

健指導プログラムで示された特定健診の項目案とにズレが生じている。  

（例）LDLコレステロールの検査、血清クレアチニン、ヘモグロビンAIc、  

血清尿酸の検査、ヘマトクリット値、尿潜血の検査、眼底検査、腹囲等   

・また、問診についても、標準的な健診・保健指導プログラムで示された問診項目について、  

詳細に労働安全衛生法施行規則で定められていないところである。  

（例）喫煙歴服薬歴等   

＝〉従来からの労働安全衛生法の健診項目の考え方や、法律上の調和規定等を勘案すると、今  
回示された健診項目等について、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等においても、医学  

的な観点とあわせて労働安全衛生の観点から、その整合性等を含め検討するべきではないか。  

2．保健指導について   

・高齢者医療法においては、特定保健指導の実施を医療保険者に義務づけており、一方労  

働安全衛生法では保健指導を事業者の努力義務としており、各々の保健指導を一体的に  

行うのか、その場合の実施主体はどこか等の課題がある。   

・事業者が行う保健指導に関して、産業医をはじめとした産業保健スタシフ等の人材の活  

用と庭診との一体的な運用が「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」に明示さ  

れていない。   

⇒保健指導については、事業者が努力義務で行っている保健指導について、健診との一体的  
な運用や人材の有効活用という観点から、保健指導に関する運用について検討すべきではな  

いか。  

参考）高齢者医療法に基づく特定健康診査と労働安全衛生法における定期健康診断の違い  

高齢者医療法   労働安全衛生法   

対象者   40～74歳までの被保険者   労働者   

健診の実施主体   

保険者（保険料等）   

特定保健指導として保険者に   努力義務  
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参考資料）  

定期健康診断の項目変更について（概要）  

平成元年改正について   

昭和63年1月 中央労働基準審議会 建議 「労働安全衛生法令の整備について」  

昭和63年  「定期健康診断のあり方について」健康診断検討委員会報告書  

→ 慢性肝疾患による労働者の労働適応能力の低下。  

→ 虚血性心疾患のスクリーニングや脳血管障害の要員となる動脈硬化の指標として定着している。  

→ 易疲労等労働適応能力の低下を来たし問題となる症状である。自動分析器も普及してきた。  

→ 心臓に対する労働負荷の評価や不整脈、虚血性変化を把握できる。  

○肝機能検査の追加  

○血中脂質検査の追加  

○貧血検査の追加  

○心電図検査の追加  

平成元年6月30日 労働安全衛生規則改正  

平成元年10月1日 改正規則施行  

平成10年改正について   

平成8年1月19日 中央労働基準審議会 建議 「労働者の健康確保対策の充実強化について」  

現行の一般健康診断項目においては、高血圧性疾患、虚血性心疾患等の脳・心臓疾患等の早期発見とその後の健康管理に資する健康診断  

項目が十分含まれていない。  

平成9年10月   「健康診断の項目に関する検討会報告書」  

●脳・心臓疾患に関連した健康診断項目の追加（HDLコレステロール、血糖検査（ヘモグロビンAIcでの代替も可））  

○医師の判断により健康診断項目の省略ができる範囲の見直し  

oHDLコレステロール →低値の場合に冠動脈疾患発生の危険度が高い等、総コレステロールとは別の情報源として有用  

○血糖検査 →尿糖検査のみでは糖尿病の見逃しが多く、病的でない腎性糖尿も存在。糖尿病自体今後の増加も見込まれ、  

．早期発見が重要とされているため。  

平成10年6月24日 労働安全衛生規則改正  

平成11年11月1日 改正規則施行（健康診断項目の追加分）   



安衛則における健診項目と標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）に示された健診項［l  

眼底検査  ［コ   

＝：医師山川新二基づき選択的に賽施 り0韓－－71掛   

口l：胸部エ・′▲′T′・相棒宜に上り病変放こド請t▲摘緑′－けニモ・；しシニノい、±吉七断ニ！し′二者：‾・1引汎ノ棚＝折に篭；′．号盲≠司   

口ニヱ：血糖値お∵∴いてけ、∴モゾロヒ∴1le‾丁代皆≠．可 ■てド碑lりL「l∵口，誉11 酎庄和うリ7号）   

01：巳II硫上り、トノ・肯についてfi、l引姉／ヰり帆二宅ノ∴こき椚．㌧i可   

◎」：‘・1R韓ノモγ1川欄IJト圧昔に一一1いてけ心1‾明津lトそ＝1川山勘‾′‾・1／‾r▲ト 悼沌7守り帖：ヰ；き榊’回）   

⑳1二血附拍≠∴・ゃいり∵吉∵ 一 丁＝．ビ帥・川帥∴1‡；ご－川J・可  
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